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一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
英
国
に
お
け
る
市
場
濫
用
規
制(1
)の

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
法
的
制
度
設
計
に
つ
い
て
、
そ
の
運
用
状
況
を
ふ
ま
え
つ
つ

概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
証
券
規
制
、
と
り
わ
け
市
場
濫
用
規
制
に
関
す
る
研
究
の
過
程
で
、
規
制
を
構
成
す
る
実
体
的
規
定

の
意
義
や
機
能
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
運
用
を
担
っ
て
い
る
（
法
）
制
度
お
よ
び
実
際
の
運
用
状
況
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
が
本
稿
執
筆
に
つ
な
が
っ
た
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
と
く
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
・
相
場
操
縦
規
制
の
違
反
に
対
す
る
課
徴
金
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、

不
公
正
取
引
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
金
融
庁
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
課
徴
金
の
対
象
と
な
る

行
為
の
範
囲
お
よ
び
賦
課
す
べ
き
課
徴
金
の
額
の
算
定
方
法
が
た
び
た
び
改
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
課
徴
金
を
中
心
と
し
た
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
積
極
的
に
活
用
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。

英
国
と
わ
が
国
と
で
は
、
証
券
規
制
・
市
場
濫
用
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
体
制
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

市
場
濫
用
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
Financial
Conduct

A
uthority
(2
)）
は
政
府
機
関
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
英
国
に
お
け
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
仕
組
み
を

た
だ
ち
に
参
照
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
制
の
実
効
性
を
確
保
し
つ
つ
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
か
か
る
手
続
き
の

透
明
性
・
客
観
性
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
基
本
的
な
課
題
は
、
い
ず
れ
の
国
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
英
国
で
は
、

論 説
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こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
処
す
る
た
め
、
た
び
た
び
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
体
制
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
見
直
し
の
際
の
問

題
意
識
や
議
論
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
制
度
設
計
を
検
討
す
る
上
で
参
照
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
で
は
英
国
に
お
け
る
市
場
濫
用
規
制
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
、
近
年
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
状
況
を
み
る
。
三
で
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
実
施
の
手
続
き
を
詳
細
に
み
る
。
四
で

は
市
場
濫
用
行
為
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
と
り
う
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
内
容
を
、
そ
の
措
置
を
実
施
す
る
か
否
か
を
判
断
す

る
際
の
考
慮
要
素
・
判
断
基
準
に
ふ
れ
つ
つ
整
理
す
る
。
五
で
は
、
わ
が
国
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
制
度
設
計
と
の
比
較
に
お
け

る
英
国
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
特
徴
、
お
よ
び
今
後
の
研
究
に
お
け
る
本
稿
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
。

二

英
国
に
お
け
る
市
場
濫
用
規
制
と
そ
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
状
況

Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な
る
市
場
濫
用
行
為
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
（
FinancialServices
and

M
arkets
A
ct2000、
以
下
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
と
い
う
）
一
一
八
条
二
項
か
ら
八
項
に
お
い
て
七
つ
の
類
型
の
行
為
が
規
定

さ
れ
て
い
る(3
)。
す
な
わ
ち
、
①
内
部
情
報
に
基
づ
く
取
引
（
お
よ
び
そ
の
未
遂
）、
②
不
適
切
な
内
部
情
報
の
開
示
、
③
（
内
部
情
報

に
該
当
し
な
い
）
一
般
に
は
利
用
可
能
で
な
い
投
資
判
断
に
重
要
と
な
る
情
報
に
基
づ
く
行
為
、
④
金
融
商
品
の
需
給
も
し
く
は
価
格

に
関
し
て
、
誤
っ
た
も
し
く
は
誤
解
を
招
く
印
象
を
与
え
る
取
引
、
ま
た
は
、
金
融
商
品
の
価
格
を
異
常
も
し
く
は
人
為
的
な
水
準
に

固
定
す
る
取
引
、
⑤
欺
瞞
も
し
く
は
計
略
を
用
い
た
取
引
、
⑥
金
融
商
品
に
関
す
る
誤
っ
た
も
し
く
は
誤
解
を
招
く
印
象
を
与
え
る
情

報
の
流
布
、
⑦
④
⑤
⑥
に
該
当
し
な
い
行
為
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
の
需
給
、
価
格
、
価
値
に
関
し
て
、
通
常
の
市
場
の
利
用
者
に

誤
っ
た
も
し
く
は
誤
解
を
招
く
印
象
を
与
え
る
可
能
性
あ
る
行
為
、
ま
た
は
金
融
商
品
の
市
場
を
歪
曲
す
る
（
可
能
性
の
あ
る
）
行
為

で
あ
る
。
①
②
③
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り(4
)、

④
〜
⑦
は
相
場
操
縦
・
風
説
の
流
布
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
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市
場
濫
用
行
為
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が

市
場
濫
用
行
為
に
該
当
し
、
あ
る
い
は
該
当
し
な
い
か
を
判
断
す
る
た

め
の
解
釈
指
針
を
定
め
た
規
程
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
制
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
一
九
条
）。
こ
れ
を
受
け
て
Ｆ
Ｃ

Ａ
は
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
Ｍ
Ａ
Ｒ(5
)を
策
定
し
、
公
表
し
て
い
る
。

Ｍ
Ａ
Ｒ
で
は
、
市
場
濫
用
行
為
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
、
事
例
も
交
え

て
詳
細
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
九
三
年
刑
事
司
法
法
（
Crim
inalJustice
A
ct1993、

以
下
、
刑
事
司
法
法
と
い
う
）
に
も
、
市
場
濫
用
行
為
の
う
ち
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
を
禁
止
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
違
反
に
つ
い

て
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
刑
事
司
法
法
五
二

条
は
、
内
部
者
と
し
て
情
報
を
有
す
る
個
人
が
、
当
該
情
報
が
価
格
に

影
響
を
及
ぼ
す
証
券
の
取
引
を
行
う
こ
と
、
当
該
情
報
が
価
格
に
影
響

を
及
ぼ
す
証
券
の
取
引
を
他
人
に
推
奨
す
る
こ
と
、
お
よ
び
他
人
に
そ

の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
該
当
し
、
刑
事

罰
の
対
象
と
な
る
と
し
て
い
る(6
)。

市
場
濫
用
行
為
に
該
当
す
る
行
為
に
対
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
課
徴
金
の

賦
課
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
年
の
市
場
濫
用
規
制
の

論 説
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【表1】 FSAによる市場濫用行為規制のエンフォースメント状況（違反行為による分類
(7)
)

2008 2009 2010 2011 2012
(9月30日現在) 合 計

① 6 5 6 1 2 20

② 2 1 3 0 2 8

③ 0 0 0 0 0 0

④ 0 0 2 6 3 11

⑤ 0 0 0 0 0 0

⑥ 0 0 1 0 3 4

⑦ 0 0 1 0 0 1

FSA が定めた原
則・規則の違反 0 0 0 1 2 3

市場濫用行為の強
要・助長 0 2 3 0 1 6



エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
状
況
に
つ
い
て
、
市
場
濫
用
行
為
に
あ
た
る
①
〜
⑦
の
行
為
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
当
時
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
が
何
ら

か
の
措
置
を
講
じ
た
件
数
は
【
表
1
】
に
ま
と
め
た
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
金
融
庁
に
よ
っ
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
・
相
場

操
縦
に
対
し
て
課
徴
金
が
課
さ
れ
た
件
数(8
)と
比
べ
る
と
少
な
い
が
、
毎
年
、
一
定
の
事
案
に
つ
い
て
何
ら
か
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

三

Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
実
施
の
手
続
き

以
下
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
市
場
濫
用
行
為
に
あ
た
る
行
為
の
存
在
を
察
知
し
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
措
置
を
と
る
ま
で
に
事
実

上
・
法
律
上
必
要
と
な
る
手
続
き
等
に
つ
い
て
、
時
系
列
に
沿
っ
て
概
観
す
る
。

1

市
場
濫
用
行
為
に
関
す
る
情
報
収
集

（
1
）
取
引
情
報
の
提
供
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
取
引
の
監
視

取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
に
か
か
る
取
引
（
上
場
金
融
商
品
を
原
資
産
と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
含
む
）
を

執
行
す
る
者
は
、
遅
く
と
も
取
引
が
行
わ
れ
た
日
の
翌
営
業
日
中
に
取
引
の
詳
細
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
（
SU
P
(9
)
17.1.4R
(10
)）。
報
告
す
べ
き
内
容
は
、
取
引
さ
れ
た
金
融
商
品
の
名
称
、
数
量
、
売
付
け
・
買
付
け
の
別
、
取
引
を
執
行
し

た
業
者
、
そ
の
顧
客
、
取
引
の
相
手
方
の
名
称
・
氏
名
等
で
あ
る
（
SU
P
17
A
nnex
1）。
現
在
、
こ
の
取
引
の
報
告
は
Ｚ
ｅ
ｎ
と
よ

ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
取
引
監
視
ユ
ニ
ッ
ト
（
transaction
m
onitoring
unit）
が
同
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
取
引
状
況
を
監
視
し
、
市
場
濫
用
行
為
に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
取
引
を
抽
出
し
て
い
る(11
)。

ま
た
、
顧
客
の
た
め
に
取
引
を
執
行
し
、
ま
た
は
ア
レ
ン
ジ
し
た
業
者
は
、
そ
の
取
引
が
市
場
濫
用
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
を
疑
う

英国ＦＣＡによる市場濫用規制のエンフォースメント
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に
足
り
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
SU
P

15.10.2R）。
顧
客
の
取
引
が
市
場
濫
用
行
為
に
あ
た
る
こ
と
を
疑
う
べ
き
具
体
的
状
況
と
し
て
、
次
の
も
の
が
例
示
さ
れ
て
い
る

（
SU
P
15
A
nnex5）。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
は
、
①
顧
客
が
口
座
を
開
設
し
て
、
た
だ
ち
に
相
当
量
の
取
引
の
注
文
を
出
し
た
場
合
、
ま
た
は
大

口
の
顧
客
の
場
合
に
は
、
特
定
の
証
券
に
か
か
る
予
想
外
に
大
量
の
、
も
し
く
は
通
例
で
な
い
注
文
（
と
く
に
顧
客
が
注
文
の
執
行
を

急
ぐ
よ
う
指
示
し
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
顧
客
が
指
示
し
た
時
刻
ま
で
に
注
文
を
執
行
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
場
合
）、
②
そ
の

顧
客
の
従
前
の
投
資
行
動
の
傾
向
（
投
資
す
る
証
券
の
種
類
、
投
資
額
、
注
文
の
量
、
証
券
の
保
有
期
間
等
）
か
ら
大
き
く
外
れ
た
取

引
が
あ
っ
た
場
合
、
③
顧
客
が
、
注
文
が
執
行
さ
れ
る
価
格
に
関
わ
ら
ず
、
と
く
に
急
い
で
注
文
を
執
行
す
る
よ
う
依
頼
し
た
場
合
、

④
あ
る
会
社
が
株
価
に
影
響
を
与
え
る
情
報
を
公
表
す
る
前
に
、
そ
の
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
通
例
で
な
い
取
引
が
あ
っ
た
場
合
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

相
場
操
縦
に
つ
い
て
は
、
⑤
注
文
の
規
模
が
、
対
象
と
さ
れ
て
い
る
証
券
の
市
場
規
模
に
照
ら
し
て
大
き
い
た
め
に
、
そ
の
証
券
の

需
要
・
供
給
・
価
格
・
評
価
に
相
当
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
（
と
く
に
こ
の
種
の
注
文
が
取
引
時
間
中
の
価
格
参

照
時
点
（
取
引
終
了
時
点
等
）
付
近
に
お
い
て
執
行
さ
れ
た
場
合
）、
⑥
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
量
を
減

ら
す
こ
と
も
、
増
や
す
こ
と
も
な
く
、
そ
の
評
価
を
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
取
引
が
あ
っ
た
場
合
、
⑦
市
場
の
安
定
確

保
の
た
め
の
措
置
（
注
文
の
量
の
制
限
、
ビ
ッ
ド
・
オ
フ
ァ
ー
・
ス
プ
レ
ッ
ド
の
制
限
等
）
を
潜
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

取
引
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。

（
2
）
業
者
の
一
般
的
情
報
提
供
義
務

1
（
1
）
で
み
た
取
引
情
報
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務
の
ほ
か
、
金
融
商
品
取
引
業
者
に
は
、
一
般
的
な
情
報
提
供
義
務
と
し
て
、
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適
切
な
規
制
機
関
に
対
し
て
、
そ
の
業
者
に
関
連
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
制
機
関
が
情
報
提
供
を
受
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

る
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
な
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
PRIN
(12
)
2.1.1
11）。
業
者
は
、
法
令

違
反
行
為
を
察
知
し
た
場
合
に
は
適
切
な
規
制
機
関
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
SU
P
15.3.11R）、
従
業
員
が
顧
客
に
対

し
て
詐
欺
を
働
い
た
こ
と
、
も
し
く
は
従
業
員
以
外
の
者
に
よ
る
詐
欺
を
察
知
し
た
場
合
等
に
も
、
た
だ
ち
に
適
切
な
規
制
機
関
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
SU
P
15.3.17R）。

2

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
を
開
始
す
る
か
否
か
の
決
定

（
1
）
案
件
の
選
別
に
お
け
る
基
本
的
な
方
針

1
で
述
べ
た
情
報
収
集
活
動
等
を
通
じ
て
、
市
場
濫
用
行
為
の
疑
い
の
あ
る
取
引
が
抽
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
エ
ン
フ
ォ
ー

ス
メ
ン
ト
の
手
続
き
に
乗
せ
ら
れ
、
さ
ら
な
る
調
査
が
開
始
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
有
す
る
物
的
・
人
的
資
源
が
限
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
疑
い
の
あ
る
す
べ
て
の
案
件
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
調
査
を
開
始
す
る
案
件
を
選

別
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る(13
)。
ど
の
よ
う
な
基
準
に
も
と
づ
い
て
選
別
す
る
か
は
、
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
目
的
に
関
係

す
る
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
目
的
と
し
て
は
、
法
令
違
反
行
為
を
し
た
者
に
適
切
な
制
裁
を
課
し
、
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
、
違

反
者
が
法
令
違
反
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
を
防
止
す
る
（
と
き
に
は
金
融
業
界
か
ら
追
放
す
る
）
こ
と
、
法
令
違
反
行
為
が
投
資
者
に

被
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
（
EG
(14
)
2.2
(4)）。
現
在
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
と
り
わ
け
一

般
的
な
抑
止
効
果
を
重
視
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
と
っ
た
措
置
の
内
容
は
公
表
さ
れ
、
金
融
市
場
の
参
加
者
に
対
し
て
ル
ー
ル
に
違
反

す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
る
か
を
強
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る(15
)。
た
と
え
ば
D
EPP
(16
)
6.1.2
で

は
、
課
徴
金
や
氏
名
等
公
表
措
置
の
主
要
な
目
的
は
、
違
反
行
為
者
が
さ
ら
な
る
法
令
違
反
行
為
を
す
る
こ
と
を
阻
止
し
、
他
の
者
が
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同
様
の
法
令
違
反
行
為
を
す
る
こ
と
を
抑
止
し
、
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
る
利
益
を
一
般
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
に
お
け

る
高
い
行
為
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
限
ら
れ
た
物
的
・
人
的
資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
、
効
率
的
に
規
制
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

手
続
き
を
開
始
す
る
案
件
の
抽
出
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
法
令
違
反
の
疑

い
の
あ
る
多
く
の
案
件
か
ら
、
規
制
目
的
の
達
成
に
と
っ
て
影
響
の
大
き
い
案
件
を
、
案
件
の
重
大
性
お
よ
び
規
制
上
の
優
先
課
題
へ

の
適
合
性
の
観
点
か
ら
選
別
し
て
い
る(17
)。

（
2
）
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
の
開
始
決
定

2
（
1
）
で
述
べ
た
基
本
方
針
を
も
と
に
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
ど
の
案
件
に
つ
い
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
を
開
始
す
る
か
を
決

定
す
る
際
に
依
拠
す
べ
き
基
準
（
enforcem
ent
referralcriteria）
を
公
表
し
て
お
り(18
)、

手
続
き
開
始
の
決
定
は
、
通
常
、
そ
の
基

準
に
も
と
づ
い
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
部
、
監
督
部
、
市
場
部
等
の
複
数
の
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
が
協
働
し
て
行
な
う(19
)。

そ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
①
現
実
の
（
も
し
く
は
潜
在
的
な
）
消
費
者
の
損
失
も
し
く
は
不
利
益
が
発
生
し
て
い
る
か
否
か
、
②
金
融

犯
罪
（
も
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
）
を
示
す
証
拠
が
存
在
す
る
か
否
か
、
③
秩
序
あ
る
金
融
市
場
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
を
損
な
う
可
能

性
の
あ
る
（
潜
在
的
な
）
法
令
違
反
行
為
が
存
在
す
る
か
否
か
、
④
問
題
と
さ
れ
た
行
為
等
が
、
調
査
対
象
と
な
る
企
業
に
お
い
て
ひ

ろ
く
蔓
延
し
、
も
し
く
は
対
象
企
業
の
脆
弱
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
⑤
調
査
対
象
と
な
る
企
業
も
し
く
は
個
人
が
、（
潜
在

的
な
）
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
証
拠
が
あ
る
か
否
か
、
⑥
調
査
対
象
と
な
る
企
業
も
し
く
は
個
人
が
、（
潜
在
的
な
）

法
令
違
反
行
為
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
っ
た
か
否
か
、
⑦
そ
の
案
件
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
戦
略
上
、
優
先
し
て
対
処
す
べ
き
も
の
で

あ
る
か
否
か
、
⑧
そ
の
案
件
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
戦
略
上
、
優
先
し
て
対
処
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
問
題
と
な
る
行
為
が
、
Ｆ
Ｃ

Ａ
の
目
的
に
と
っ
て
現
実
の
、
か
つ
著
し
く
深
刻
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
⑨
法
令
違
反
行
為
に
対
す
る
調
査
対
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象
と
な
る
企
業
も
し
く
は
個
人
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
⑩
全
体
的
に
み
て
、
何
ら
か
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措

置
を
と
る
こ
と
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
目
的
達
成
を
促
進
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
か
、
⑪
問
題
と
な
る
行
為
が
国
外
の
法
域
に
関
係
す

る
も
の
で
あ
る
か
否
か
。
そ
う
で
あ
る
場
合
に
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
と
る
こ
と
が
、
そ
の
法
域
に
お
け
る
投
資
者
保
護

も
し
く
は
市
場
に
対
す
る
信
頼
を
大
き
く
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
る
。

⑧
お
よ
び
⑩
に
い
う
「
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
目
的
」
と
は
、
(ア
)適
切
な
程
度
の
消
費
者
保
護
、
(イ
)英
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
完
全
性

（
integrity）
の
保
護
お
よ
び
向
上
、
(ウ
)消
費
者
の
利
益
に
適
う
効
率
的
な
競
争
の
促
進
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る(20
)。

①
〜
⑤
は
、
Ｆ

Ｃ
Ａ
の
目
的
達
成
と
の
関
係
で
考
慮
す
べ
き
事
項
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
で
は
、
問
題
と
な
る
行
為
の
性
質
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
主
体
で
あ
る
企
業
に
お
け
る
法
令
遵
守
体
制
等
が
考
慮
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
⑥
で
は
、
行
為
後
の
行
為
主
体
の
態
度
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
の
財
務
省
に

よ
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
行
為
主
体
が
、
法
令
違
反
行
為
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
迅
速
に
報
告
し
た
か

否
か
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
行
為
主
体
の
姿
勢
（
と
く
に
消
費
者
の
被
害
回
復
措
置
を
と
っ
た
か
否
か
）
を
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

手
続
き
の
開
始
決
定
の
際
の
考
慮
要
素
に
含
め
る
べ
き
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
る(21
)。
こ
の
よ
う
な
、
行
為
主
体
の
法
令
遵
守
体
制
や
法

令
違
反
行
為
後
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
へ
の
協
力
姿
勢
等
は
、
そ
の
行
為
主
体
に
課
す
べ
き
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
内
容
の
決
定
等
に
お
い

て
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

2
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
信
頼
で
き
る
抑
止
力
を
確
保
す
る
た
め
、
規
制
を
運
用
す
る
上
で
の
戦
略
を
立
て
、
優
先

し
て
対
処
す
べ
き
課
題
を
設
定
し
て
い
る
（
EG
2.5
(22
)）。
規
制
運
用
上
の
戦
略
は
、
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
監

督
部
門
を
含
む
Ｆ
Ｃ
Ａ
全
体
の
戦
略
で
あ
る
（
EG
2.6）。
⑦
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
の
開
始
の
決
定
に
お
い
て
も
、
戦

略
上
の
優
先
課
題
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
戦
略
上
の
優
先
課
題
に
含
ま
れ
な
い
案
件
に
つ
い
て
は
、
エ
ン
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フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
が
と
ら
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
が
必
要
と
さ
れ
る
と
り
わ
け
重
大
な
案

件
に
つ
い
て
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
（
EG
2.8）。
⑧
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
優
先

的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
定
め
、
か
つ
2
（
1
）
で
述
べ
た
よ
う
に
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
結
果
、

行
為
の
性
質
や
市
場
に
与
え
る
影
響
が
似
通
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
行
為
に
つ
い
て
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
が
と

ら
れ
、
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
と
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
生
じ
う
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
限
ら
れ
た
人
的
・
物
的
資
源
を
有
効
か
つ
効

率
的
に
用
い
、
有
効
な
規
制
を
確
保
す
る
た
め
に
は
そ
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
EG
2.9
(23
)）。

3

調
査
人
に
よ
る
調
査

（
1
）
調
査
人
の
選
任

あ
る
案
件
に
つ
い
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
を
開
始
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
情
報
収
集
を
行
な
う
た
め
調
査

人
（
investigator）
が
選
任
さ
れ
る(24
)。
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
市
場
濫
用
行
為
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九
七
条
）

お
よ
び
刑
事
司
法
法
第
五
編
の
定
め
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
そ
の
他
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
対
象
と
な
る
市
場
濫
用
行
為

の
存
在
を
示
唆
す
る
状
況
に
お
い
て
調
査
を
担
当
す
る
（
複
数
の
）
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
六

八
条
二
項
(ａ
)(ｄ
)、
三
項
）。
通
常
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ス
タ
ッ
フ
が
調
査
人
に
選
任
さ
れ
る(25
)。

（
2
）
調
査
人
に
よ
る
調
査

金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
六
八
条
二
項
・
三
項
に
も
と
づ
い
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
調
査
人
は
、
あ
る
者
（
調
査
対
象

者
に
限
ら
れ
な
い
）
が
情
報
を
有
し
て
い
る
、
ま
た
は
調
査
に
関
係
す
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
指
定
し
た
日
時
・
場
所
に
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呼
び
出
し
て
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
七
三
条
二
項
(ａ
)）、
あ
る
い
は
、
調
査
人
が
要
求
し
た
情
報

を
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
項
(ｂ
)）。
ま
た
、
調
査
人
が
調
査
対
象
事
項
に
関
係
す
る
と
考
え
る
記
載
の
あ
る
文

書
を
、
指
定
し
た
日
時
・
場
所
に
お
い
て
提
出
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
（
同
条
三
項
）。
さ
ら
に
、
調
査
人
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、

合
理
的
に
可
能
な
範
囲
で
、
調
査
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
助
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
四
項
）。

合
理
的
な
理
由
な
く
調
査
人
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
と
き
、
提
出
を
求
め
ら
れ
た
文
書
に
つ
い
て
偽
造
、
隠
蔽
、
破
棄
を
し
た
と

き
、
虚
偽
ま
た
は
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
資
料
を
提
出
し
た
と
き
等
に
は
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
七
七
条
）。

ま
た
、
調
査
へ
の
協
力
の
姿
勢
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
と
る
か
否
か
の
決
定
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
内
容
の
決

定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。

4

内
部
審
査
お
よ
び
Ｐ
Ｆ
Ｌ
・
Ｐ
Ｉ
Ｒ

調
査
人
に
よ
る
調
査
の
後
、
調
査
対
象
案
件
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
に
関
与
し
な
か
っ
た
弁
護
士
に
よ
っ
て
内
部
的
な
法
的
レ

ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
る(26
)。
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
そ
の
案
件
に
つ
い
て
何
ら
か
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措

置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
案
件
は
Ｒ
Ｄ
Ｃ
（
Regulatory
D
ecisions
Com
m
ittee）
に
付
託
さ
れ
る
。
そ
の

案
件
に
つ
い
て
何
ら
か
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
へ
の
付
託
に
先

だ
っ
て
、
調
査
対
象
者
に
対
し
て
Ｐ
Ｆ
Ｌ
（
Prelim
inary
Finding
Letter）
を
送
付
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｌ
と
と
も
に
、

調
査
人
が
作
成
し
た
Ｐ
Ｉ
Ｒ
（
Prelim
inary
Investigation
Report）
が
送
付
さ
れ
る
（
EG
4.30）。
Ｐ
Ｉ
Ｒ
に
は
、
調
査
人
が
法

令
違
反
に
該
当
す
る
と
考
え
た
事
実
関
係
が
記
載
さ
れ
、
関
連
す
る
書
証
が
添
付
さ
れ
る(27
)。
Ｐ
Ｆ
Ｌ
・
Ｐ
Ｉ
Ｒ
を
受
け
取
っ
た
者
に
は
、

応
答
の
た
め
に
少
な
く
と
も
二
八
日
の
期
間
が
与
え
ら
れ
る
（
EG
4.32）。
こ
の
手
続
き
を
通
じ
て
、
争
点
が
整
理
さ
れ
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
に
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よ
る
判
断
の
対
象
と
な
る
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
EG
4.31）。

調
査
人
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
と
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
案
件
に
関
す
る
手
続
き
は
終
了

し
、
そ
の
こ
と
が
対
象
者
に
通
知
さ
れ
る(28
)。

5

Ｒ
Ｄ
Ｃ
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
実
施
の
手
続
き

（
1
）
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
役
割
と
そ
の
構
成

Ｒ
Ｄ
Ｃ
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
理
事
会
（
board）
が
設
置
す
る
委
員
会
で
あ
り
、
理
事
会
に
代
わ
っ
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
に
関

わ
る
決
定
を
担
当
す
る
機
関
で
あ
る
（
D
EPP
3.1.1）。
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九
五
条
二
項
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
、
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
に
関
す
る
決
定
が
、
そ
の
決
定
の
根
拠
と
な
る
証
拠
の
確
立
に
直
接
的
に
関
わ
ら
な
い
者
に
よ
っ
て
さ
れ
る
こ

と
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
設
計
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
に
関
す
る
決
定
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
業
務

執
行
部
門
か
ら
独
立
し
た
機
関
で
あ
る
Ｒ
Ｄ
Ｃ
が
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
様
々
な
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
委
員
は
、
委
員
長
を
除
い
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
の

被
用
者
（
em
ployee）
で
な
い
者
が
就
任
す
る
（
D
EPP
3.1.2
(1)）。
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
委
員
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
理
事
会
に
よ
っ
て
、
証
拠
に
も
と

づ
い
て
独
立
し
た
決
定
を
す
る
た
め
の
経
験
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
専
門
的
な
地
位
に
就
い
た
経
験
、
消
費
者
そ
の
他
の
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
関
す
る
知
識
・
理
解
を
評
価
の
基
礎
と
し
て
選
任
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
的
知
識
と
経
験
を
も
つ
者
に
よ
っ

て
、
公
正
性
を
実
現
し
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
決
定
の
客
観
性
と
バ
ラ
ン
ス
を
高
め
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
各
部
門
間
の
整
合
性
お
よ
び
各
案
件
の
間
の
整

合
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る(29
)。
現
在
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
委
員
は
一
一
名
で
あ
り
、
そ
の
経
歴
は
、
弁
護
士
、
裁
判
官
、
監

査
法
人
、
銀
行
、
金
融
商
品
取
引
所
、
警
察
関
係
等
様
々
で
あ
る(30
)。
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Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
委
員
に
つ
い
て
は
選
任
の
際
に
任
期
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
任
期
中
は
不
正
を
行
な
っ
た
場
合
等
を
除
い
て
解
任
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
（
D
EPP
3.1.2
(2)）。
Ｒ
Ｄ
Ｃ
は
、
独
自
の
判
断
で
業
務
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
法
律
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
案
件
の
調
査
、
そ
の
案
件
に
つ
い
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
に
関
す
る
提
案
に

関
与
し
な
か
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
D
EPP
3.1.3）。

（
2
）
警
告
通
知
（
W
arning
N
otice）
の
発
出
に
か
か
る
決
定

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
、
あ
る
案
件
に
つ
い
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
者
に
書
面
に
よ
る
警

告
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
課
徴
金
・
氏
名
等
公
表
措
置
に
つ
き
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
二
六
条
一
項
、
原
状
回
復
命

令
に
つ
き
同
法
三
八
五
条
一
項
、
認
可
業
者
に
対
す
る
懲
戒
措
置
に
つ
き
同
法
二
〇
七
条
一
項
等
）。
警
告
通
知
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
措
置
実
施
の
た
め
の
手
続
き
の
第
一
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
部
門
の

ス
タ
ッ
フ
か
ら
案
件
の
付
託
を
受
け
た
Ｒ
Ｄ
Ｃ
は
、
ま
ず
そ
の
案
件
に
つ
い
て
警
告
通
知
を
発
出
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な

る
。
警
告
通
知
に
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
内
容
（
課
徴
金
の
額
、
公
表
す
る
内
容
等
）、
お
よ
び
そ
の
措
置
を
と
る
理
由
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
七
条
、
一
二
六
条
二
項
、
三
八
五
条
二
項
、
二
〇
七
条
二
項
・
三
項
等
）。

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
実
施
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
事
項
は
、
措
置
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る

が
、
違
反
行
為
の
性
質
（
違
反
行
為
が
計
画
的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
違
反
行
為
の
継
続
期
間
・
頻
度
等
）、
違
反
の
重
大
性
等
が

考
慮
さ
れ
る
。
Ｒ
Ｄ
Ｃ
は
、
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
実
施
の
勧
告
の
根
拠
と
な
る
資
料
が
措
置
実
施
を
十
分
に

支
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
勧
告
さ
れ
た
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
適
切
で

あ
る
と
確
信
し
た
場
合
に
、
警
告
通
知
を
発
出
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
（
D
EPP
2.2.3G）。
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
対
象
者
と
も
に
警
告
通
知
の

内
容
を
公
表
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
二
年
の
改
正
に
よ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
対
象
者
と
協
議
し
た
上
で
警
告
通
知
の
内
容
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を
公
表
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九
一
条
一
項
(ｃ
)）。

Ｒ
Ｄ
Ｃ
が
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合
で
、
そ
れ
以
前
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
対
象
者
に

対
し
て
何
ら
か
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
が
実
施
さ
れ
う
る
こ
と
を
通
知
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
者
に
対
し
て
た
だ
ち

に
措
置
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
D
EPP
2.2.4G）。

（
3
）
対
象
者
に
よ
る
意
見
表
明

警
告
通
知
を
受
け
た
者
に
は
、
一
定
期
間
（
一
四
日
以
上(31
)）

内
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
意
見
を
表
明
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
（
金
融

サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
七
条
二
項
）。
意
見
表
明
は
口
頭
で
行
な
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
3.2.17G(1)）。
対
象
者
は
、

意
見
表
明
期
間
の
延
長
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
委
員
長
ま
た
は
副
委
員
長
）
は
延
長
を
許
可
す
る
か
否
か
を
決

定
す
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
七
条
三
項
、
D
EPP
3.2.16G
(32
)）。

対
象
者
に
よ
る
意
見
表
明
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
実
施
し
よ
う
と
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
に
対
し
て
、
法
令
が
定
め
る

抗
弁
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
市
場
濫
用
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
抗
弁

事
由
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
警
告
通
知
に
対
す
る
意
見
表
明
を
考
慮
し
た
結
果
、
①
対
象
者
が
、
十
分
な
根
拠
を
も
と
に
、

措
置
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
行
為
が
市
場
濫
用
行
為
（
の
強
要
・
助
長
）
に
該
当
し
な
い
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
②
対
象
者
が
、

対
象
行
為
が
市
場
濫
用
行
為
（
の
強
要
・
助
長
）
に
該
当
し
な
い
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
十
分
な
予
防
措
置
を
講
じ
、
あ
ら
ゆ
る
注
意
義
務

を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
は
、
課
徴
金
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
二
三
条
二
項
）。

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
、
こ
の
抗
弁
が
成
立
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
事
由
と
し
て
、
①
対
象
行
為
が
Ｍ
Ａ
Ｒ
に
例
示
し
て
い

る
市
場
濫
用
行
為
に
該
当
す
る
（
し
な
い
）
行
為
に
類
似
し
て
い
る
か
否
か
、
類
似
し
て
い
る
程
度
、
②
対
象
行
為
に
関
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
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が
指
針
等
を
公
表
し
て
い
る
か
否
か
、
公
表
し
て
い
る
場
合
に
は
対
象
者
が
ど
の
程
度
そ
の
指
針
等
に
従
お
う
と
し
た
か
、
③
対
象
行

為
が
、
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
（
取
引
所
）
市
場
が
制
定
し
て
い
る
規
則
を
遵
守
し
て
い
る
か
否
か
、
④
対
象
者
に
対
し
て
期
待
さ
れ

る
知
識
、
ス
キ
ル
、
経
験
の
程
度
、
⑤
対
象
者
が
、
正
当
な
目
的
の
た
め
に
、
か
つ
適
切
な
方
法
で
対
象
行
為
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
ど
の
程
度
証
明
で
き
て
い
る
か
、
⑥
対
象
者
が
、
対
象
行
為
に
つ
い
て
、
社
内
の
関
連
部
署
（
法
務
部
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
部
等
）
と
ど
の
程
度
議
論
し
た
か
、
⑦
対
象
者
が
、
対
象
行
為
に
つ
い
て
、
外
部
の
専
門
家
（
取
引
所
の
関
連
部
署
を
含
む
）
の

意
見
を
求
め
た
か
否
か
、
意
見
を
求
め
た
場
合
に
は
ど
の
程
度
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
か
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.3.2G）。
対

象
者
に
よ
る
意
見
表
明
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
事
実
が
、
こ
れ
ら
の
抗
弁
事
由
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
警
告

通
知
に
記
載
さ
れ
た
措
置
の
内
容
を
修
正
（
緩
和
）
す
る
こ
と
が
あ
る(33
)。

意
見
表
明
の
権
利
を
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
、
対
象
者
に
は
、
①
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
決
定
を
下
す
際
に
依
拠
し
た
資
料
、
お
よ
び
②
Ｆ
Ｃ

Ａ
の
決
定
の
根
拠
を
崩
す
た
め
に
用
い
ら
れ
う
る
資
料
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九

四
条
一
項
）。
た
だ
し
、
資
料
が
対
象
者
以
外
の
者
も
関
係
す
る
事
例
に
か
か
わ
る
場
合
等
に
は
閲
覧
を
認
め
な
く
て
も
よ
く
（
同
条

二
項
）、
閲
覧
を
認
め
る
こ
と
が
公
益
に
反
す
る
場
合
に
は
閲
覧
を
拒
絶
で
き
る
（
同
条
三
項
）。

意
見
表
明
期
間
内
に
意
見
表
明
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
警
告
通
知
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
対
象
者
が
争
わ
な
か
っ
た
も

の
と
し
て
手
続
き
が
進
め
ら
れ
る
（
D
EPP
2.3.2G）。

（
4
）
決
定
通
知
（
D
ecision
N
otice）
の
発
出
に
か
か
る
決
定

対
象
者
が
表
明
し
た
意
見
を
検
討
し
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ス
タ
ッ
フ
そ
の
他
の
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
（
D
EPP
2.3.1G(2)）、
Ｒ
Ｄ

Ｃ
が
そ
の
案
件
に
つ
い
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
と
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
決
定
通
知
を
発
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
二
七
条
一
項
、
三
八
六
条
、
二
〇
八
条
）。
決
定
通
知
に
は
、
実
施
す
る
措
置
の
内
容
（
課
徴
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金
の
額
、
公
表
す
る
内
容
等
）、
決
定
の
理
由
、
決
定
の
際
に
用
い
た
資
料
を
対
象
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
の
可
否(34
)、

案
件
を
上
級
審
判

所
（
U
pper
T
ribunal）
に
付
託
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
付
託
の
手
続
き
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ

ス
・
市
場
法
三
八
八
条
、
一
二
七
条
二
項
・
三
項
、
三
八
六
条
二
項
、
二
〇
八
条
二
項
・
三
項
等
）。

決
定
通
知
の
内
容
は
公
表
さ
れ
る
（
金
融
・
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
三
九
一
条
四
項(35
)）。
た
だ
し
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
、
通
知
の
内
容
を
公
開
す

る
こ
と
が
対
象
者
の
関
係
者
に
と
っ
て
不
公
正
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
ま
た
は
消
費
者
の
利
益
を
害
す
る
と
考
え
る
場
合
、
国
内
の

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
と
っ
て
不
利
益
を
及
ぼ
す
と
考
え
る
場
合
に
は
公
表
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
六
項
）。

公
表
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
分
析
結
果
に
よ
る
と
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
が
警
告
通
知
を
発
出
し
た
案
件
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
つ
い
て
決
定
通
知
が
発
出

さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
二
〇
一
二
年
度
で
は
、
警
告
通
知
が
発
出
さ
れ
た
案
件
の
う
ち
、
決
定
通
知
が
出
さ
れ
る
前
に
手
続
き
が
終
了

し
た
一
件
を
除
い
て
、
す
べ
て
決
定
通
知
が
発
出
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
決
定
通
知
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
告

通
知
に
比
べ
て
制
裁
の
程
度
が
緩
和
も
し
く
は
強
化
さ
れ
て
い
た
り
、
認
定
さ
れ
た
違
反
行
為
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
た
り
広
め
ら
れ
た

り
し
て
い
た
と
い
う(36
)。

（
5
）
上
級
審
判
所
へ
の
付
託

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
対
象
者
に
対
し
て
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
決
定
通
知
を
発
出
し
た
）
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
者
は
、
案
件

を
上
級
審
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
二
七
条
四
項
、
三
八
六
条
三
項
、
二
〇
八
条
四
項
等
）。

対
象
者
は
、
決
定
通
知
を
受
領
し
た
日
か
ら
二
八
日
以
内
に
上
級
審
判
所
に
付
託
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(37
)。
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
決

定
に
か
か
る
案
件
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
の
は
、
上
級
審
判
所
の
T
ax
and
Chancery
Cham
ber
で
あ
る
。

上
級
審
判
所
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
決
定
の
当
否
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
案
件
に
つ
い
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
と
る
べ
き
措
置
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
判
断
す
る
。
上
級
審
判
所
に
付
託
さ
れ
た
案
件
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
口
頭
審
理
を
経
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て
判
決
が
下
さ
れ
る
。
裁
判
官
に
よ
る
別
段
の
指
示
が
な
い
か
ぎ
り
審
理
は
公
開
で
行
わ
れ
、
証
人
尋
問
、
情
報
開
示
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る(38
)。
上
級
審
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
控
訴
院
に
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る(39
)。

決
定
通
知
の
対
象
と
さ
れ
た
案
件
が
上
級
審
判
所
に
付
託
さ
れ
た
場
合
、
付
託
の
決
定
が
さ
れ
、
上
級
審
判
所
の
決
定
に
対
す
る
控

訴
が
完
全
に
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
決
定
通
知
に
記
載
し
た
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市

場
法
一
三
三
条
九
項
）。

（
6
）
最
終
通
知
（
FinalN
otice）
の
発
出
に
か
か
る
決
定

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
決
定
通
知
を
発
し
た
案
件
が
、
法
定
の
期
間
内
に
上
級
審
判
所
に
付
託
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
決
定
通

知
に
記
載
し
た
措
置
を
実
施
す
る
に
際
し
て
、
対
象
者
に
最
終
通
知
を
発
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九

〇
条
一
項
）。
案
件
が
上
級
審
判
所
に
付
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
上
級
審
判
所
ま
た
は
控
訴
院
の
指
示
に
従
っ
た
措
置
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
実
施
に
際
し
て
対
象
者
に
最
終
通
知
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。

最
終
通
知
に
は
、
氏
名
等
公
表
措
置
で
あ
れ
ば
公
表
す
る
条
件
、
公
表
の
日
時
・
方
法
、
課
徴
金
で
あ
れ
ば
そ
の
金
額
、
支
払
方

法
・
支
払
期
限
、
期
限
内
に
支
払
わ
れ
な
い
場
合
の
課
徴
金
の
徴
収
方
法
、
原
状
回
復
措
置
で
あ
れ
ば
、
原
状
回
復
に
か
か
る
金
銭
の

支
払
先
、
支
払
方
法
、
支
払
期
限
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
三
項
〜
七
項
）。
最
終
通
知
も
、
決
定
通
知
と
同
様
に
原

則
と
し
て
公
表
さ
れ
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九
一
条
四
項(40
)）。

（
7
）
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
実
施
の
た
め
の
手
続
き
を
中
止
す
る
決
定

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
、
警
告
通
知
ま
た
は
決
定
通
知
に
記
載
さ
れ
た
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
実
施
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、

警
告
通
知
ま
た
は
決
定
通
知
の
対
象
者
に
対
し
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
実
施
の
た
め
の
手
続
き
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
九
条
一
項
）。
措
置
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
す
る
決
定
は
Ｒ
Ｄ
Ｃ
が
行
な
う
。
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ま
た
、、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
に
対
し
て
あ
る
案
件
に
つ
い
て
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
新
た
に
入
手
さ
れ
た

情
報
、
対
象
者
に
よ
る
意
見
表
明
、
状
況
の
変
化
等
に
照
ら
し
て
、
提
案
の
妥
当
性
を
継
続
的
に
評
価
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
警

告
通
知
ま
た
は
決
定
通
知
の
後
に
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
が
手
続
き
を
中
止
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
も
手
続
き
が
中
止
さ
れ
、

そ
の
旨
が
対
象
者
に
通
知
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
手
続
き
中
止
の
判
断
は
ス
タ
ッ
フ
の
み
で
行
う
こ
と
が
で
き
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
同
意
は
不

要
で
あ
る
（
D
EPP
3.2.26G）。

四

市
場
濫
用
行
為
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
と
り
う
る
措
置

1

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
概
要

市
場
濫
用
行
為
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
実
施
し
う
る
措
置
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
単
独
で
実
施
で
き
る
も
の
と
し
て
、
課

徴
金
の
賦
課
、
氏
名
等
公
表
措
置
、
非
公
開
の
警
告
、
お
よ
び
業
務
停
止
命
令
が
あ
る
。
裁
判
所
を
通
じ
た
民
事
的
救
済
と
し
て
、
差

止
命
令
の
申
立
て
、
お
よ
び
原
状
回
復
命
令
の
申
立
て
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
市
場
濫
用
行
為
に
つ
い
て
刑
罰
が
科
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
自
ら
刑
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
年
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
当
時
は
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
が
市
場
濫
用
行
為
に
対
し
て
実
施
し
た
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
状
況
は
【
表
2
】
に
ま

と
め
た
通
り
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
内
容
と
措
置
実
施
の
決
定
手
続
き
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

2

課
徴
金
の
賦
課

（
1
）
課
徴
金
賦
課
の
決
定
手
続
き

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
あ
る
者
(Ａ
)が
、
市
場
に
お
け
る
市
場
濫
用
行
為
に
従
事
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
、
か
つ
て
従
事
し
た
と
判
断
し
た
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場
合
、
ま
た
は
、
作
為
も
し
く
は
不
作
為
に
よ
り
、
Ａ
自
身
が
行
な
っ
た
と
す
れ
ば

市
場
濫
用
行
為
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
行
為
を
、
他
の
者
に
対
し
て
強
要
し
、
も
し

く
は
助
長
し
た
場
合
に
は
、
適
切
と
認
め
る
課
徴
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
（
金
融

サ
ー
ビ
ス
市
場
法
一
二
三
条
一
項
）。
あ
る
行
為
に
つ
い
て
課
徴
金
を
賦
課
す
る
こ

と
が
適
切
か
否
か
を
判
断
す
る
際
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
①
法
令
違
反
に
該
当
す
る
可
能
性

の
あ
る
行
為
の
性
質
、
②
法
令
違
反
行
為
後
に
対
象
者
が
と
っ
た
行
動
、
③
対
象
者

の
過
去
の
監
督
上
の
記
録
お
よ
び
法
令
遵
守
状
況
、
④
対
象
行
為
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
定
め

る
指
針
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
か
否
か
、
⑤
同
種
の
案
件
に
お
い
て
過
去
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
が

実
施
し
た
措
置
を
考
慮
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.2.1G）。

①
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
、
(ア
)法
令
違
反
行
為
が
計
画
的
な
も
の
か
、
不
注

意
に
よ
る
も
の
か
、
(イ
)法
令
違
反
行
為
が
継
続
し
た
期
間
、
頻
度
、
(ウ
)法
令
違

反
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
が
得
た
利
益
（
回
避
し
た
損
失
）
の
額
、
(エ
)法
令
違
反

行
為
が
、
対
象
者
の
事
業
に
関
連
す
る
管
理
シ
ス
テ
ム
・
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
制

度
的
脆
弱
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
(オ
)法
令
違
反
行
為
が
市
場
の
秩
序
に

及
ぼ
し
た
（
及
ぼ
し
う
る
）
影
響
（
市
場
に
対
す
る
信
頼
が
損
な
わ
れ
た
か
、
損
な

わ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
か
）、
(カ
)投
資
者
ま
た
は
他
の
市
場
参
加
者
の
損
失

（
の
危
険
）
を
生
じ
さ
せ
た
か
否
か
、
(キ
)法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
金
融

犯
罪
の
性
質
・
程
度
、
(ク
)問
題
と
な
る
行
為
の
数
が
多
い
と
き
に
は
、
個
々
の
行
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【表2】 FSA が実施した市場濫用規制に対するエンフォースメント措置の状況
(41)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(9月30日現在) 合計

公表された案件の数
( ）内は未決の件数 10 4 10 1 8 6 17 10(1) 13(2) 79(3)

上級審判所に付託された件数
( ）内は FSA敗訴の件数 0 1 6(4) 0 0 0 6 5 3 21(4)

FSA最終通知の数 10 4 6 1 8 6 17 9 8 69

課徴金が賦課された件数 10 4 6 1 7 4 17 8 9 66

公表措置の件数 0 0 0 0 1 2 0 1 4 8

業務停止・認可取消しの件数 0 0 0 0 1 0 7 5 6 19



為
に
つ
い
て
は
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
正
当
化
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
措
置
の
実
施
を
正
当
化
で
き
る

か
否
か
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
(ケ
)対
象
者
が
い
か
に
早
く
、
実
効
的
に
、
完
全
に
法
令
違
反
行
為
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
も
し
く
は
他
の
規
制
機
関
に
報
告

し
た
か
、
(コ
)法
令
違
反
行
為
に
関
す
る
調
査
に
お
け
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
対
す
る
協
力
の
姿
勢
、
(サ
)違
反
行
為
に
関
し
て
実
施
さ
れ
た
救

済
・
補
償
措
置
、
(シ
)措
置
を
実
施
し
な
か
っ
た
場
合
に
対
象
者
ま
た
は
他
の
者
に
よ
っ
て
同
種
の
法
令
違
反
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る

可
能
性
、
(ス
)対
象
者
が
、
問
題
と
な
る
行
為
に
関
し
て
他
の
規
制
機
関
（
テ
イ
ク
オ
ー
バ
ー
・
パ
ネ
ル
等
）
の
定
め
る
ル
ー
ル
等
を

遵
守
し
て
い
た
か
否
か
、
(セ
)対
象
者
か
ら
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
虚
偽
の
情
報
が
提
供
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
程
度
、
お
よ
び
Ｆ
Ｃ
Ａ
を

誤
導
す
る
こ
と
を
知
っ
て
そ
の
情
報
を
提
供
し
た
と
い
え
る
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
る
。

以
上
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
令
違
反
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
賦
課
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
事
項
で
あ
り
、
市
場
濫
用
行
為
に
対
す

る
課
徴
金
賦
課
の
判
断
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
⑥
市
場
濫
用
行
為
が
行
わ
れ
た
市
場
の
参
加
者
の
熟
練
（
sophistication）
の
度

合
い
、
市
場
の
規
模
・
流
動
性
、
な
ら
び
に
市
場
濫
用
行
為
に
対
す
る
市
場
の
感
応
性
、
お
よ
び
⑦
課
徴
金
を
賦
課
す
る
こ
と
が
金
融

市
場
ま
た
は
消
費
者
の
利
益
に
及
ぼ
し
う
る
影
響
が
考
慮
さ
れ
る
。
⑦
に
つ
い
て
は
、
(ソ
)課
徴
金
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市

場
行
動
に
関
す
る
高
い
水
準
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
は
市
場
に
対
す
る
信
頼
の
補
強
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
(タ
)課
徴
金
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
市
場
濫
用
行
為
を
抑
止
し
て
消
費
者
の
利
益
を
保
護
し
、
か
つ
市
場

行
動
に
関
す
る
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
D
EPP
6.2.2G）。

こ
の
よ
う
に
課
徴
金
賦
課
の
判
断
に
お
い
て
は
、
対
象
と
さ
れ
る
具
体
的
な
行
為
の
悪
質
性
や
重
大
性
（
①
）
が
、
そ
の
行
為
が
行

わ
れ
た
市
場
の
状
況
（
⑥
）
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
、
ま
た
、
行
為
者
が
対
象
行
為
の
後
に
と
っ
た
行
動
（
と
く
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
調

査
へ
の
協
力
姿
勢
、
被
害
補
償
措
置
の
実
施
）
が
考
慮
さ
れ
、
そ
の
行
為
者
の
過
去
の
法
令
遵
守
状
況
等
（
③
）
も
考
慮
さ
れ
る
。
さ
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ら
に
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
同
種
の
市
場
濫
用
行
為
に
対
す
る
一
般
的
な
抑
止
効
果
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
も
明

示
さ
れ
て
い
る
（
⑦
）。

（
2
）
課
徴
金
の
額
の
算
定

賦
課
す
べ
き
課
徴
金
の
額
は
五
つ
の
段
階
で
の
加
算
ま
た
は
減
算
を
経
て
算
定
さ
れ
る
。

（
ⅰ
）
第
一
段
階
―
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
（
回
避
し
た
損
失
）
の
剥
奪

ま
ず
、
行
為
者
が
対
象
と
な
る
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
（
回
避
し
た
損
失
）
を
剥
奪
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
額
（
利

息
を
含
む
）
が
加
算
さ
れ
る
（
企
業
に
よ
る
法
令
違
反
に
つ
き
D
EPP
6.5A
.1G
(1)、
個
人
に
よ
る
法
令
違
反
に
つ
き
同
6.5C.1G）。

得
た
利
益
（
回
避
し
た
損
失
）
の
額
の
具
体
的
な
算
定
に
つ
い
て
特
別
な
算
定
方
法
は
示
さ
れ
て
い
な
い(42
)。
企
業
に
よ
る
法
令
違
反
行

為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
企
業
の
事
業
モ
デ
ル
が
全
体
と
し
て
法
令
違
反
行
為
に
依
拠
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
業
全
体
か

ら
得
ら
れ
る
利
益
を
剥
奪
す
る
た
め
に
課
徴
金
の
額
が
算
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
企
業
が
そ
の
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
を

補
償
す
る
被
害
回
復
措
置
を
と
る
こ
と
に
合
意
し
た
場
合
、
ま
た
は
被
害
回
復
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ

は
、
利
益
剥
奪
を
目
的
と
す
る
第
一
段
階
の
課
徴
金
を
課
さ
な
い
こ
と
と
し
、
ま
た
は
課
す
べ
き
課
徴
金
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
D
EPP
6.5A
.1G
(2)）。

（
ⅱ
）
第
二
段
階
―
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
に
応
じ
た
金
額
の
算
定

第
二
段
階
で
は
、
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
課
徴
金
の
額
が
算
定
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
企
業
に
よ
る
法

令
違
反
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
の
額
の
算
定
の
場
合
、
そ
の
企
業
が
、
法
令
違
反
行
為
を
行
な
っ
た
期
間
中
に(43
)、
法
令
違
反
行
為
に
関

連
す
る
金
融
商
品
・
事
業
部
門
か
ら
得
た
収
入
に
〇
％
〜
二
〇
％
の
係
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
加
算
さ
れ
る
（
D
EPP
6.5A
.2G）。

企
業
が
得
た
収
入
の
額
を
基
礎
と
す
る
の
は
、
そ
の
法
令
違
反
行
為
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
が
、
同
じ
行
為
が
も
た
ら
し
た
（
も
た
ら
し
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う
る
）
危
害
（
harm
）
の
程
度
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
信
頼
で
き
る
抑
止
力
を
確
保
す
る
た
め
に
は
賦
課
す

る
課
徴
金
の
額
を
対
象
と
な
る
法
令
違
反
行
為
か
ら
得
ら
れ
た
収
入
に
関
連
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る

（
D
EPP
6.5A
.2G
(1)）。

法
令
違
反
行
為
に
関
連
し
て
得
た
収
入
額
に
乗
じ
る
係
数
は
、
法
令
違
反
項
の
重
大
性
に
応
じ
て
五
段
階
に
分
か
れ
、
レ
ベ
ル
一
の

〇
％
か
ら
レ
ベ
ル
五
の
二
〇
％
ま
で
五
％
刻
み
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.5A
.2G
(3)）。
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
は
、
そ
の

行
為
が
及
ぼ
す
影
響
（
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
企
業
が
得
た
利
益
（
回
避
し
た
損
失
）、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
投
資
者
等
が
被
っ
た
損
失

等
）、
そ
の
行
為
の
性
質
（
違
反
し
た
法
令
の
性
質
、
法
令
違
反
行
為
が
そ
の
企
業
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
等
の
重
大
な
脆
弱
性
を
示

す
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
そ
の
企
業
の
経
営
陣
が
法
令
違
反
行
為
等
を
認
識
し
て
い
た
か
等
）、
そ
の
行
為
が
計
画
的
な
も
の
か
、
不

注
意
に
よ
る
も
の
か
等
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
（
D
EPP
6.5A
.2G
(4)-(10)）。
そ
の
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
消
費
者
等
が
被
っ

た
損
失
が
重
大
で
、
そ
の
企
業
の
制
度
の
脆
弱
性
が
深
刻
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
金
融
犯
罪
に
該
当
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
レ

ベ
ル
四
ま
た
は
五
に
分
類
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
（
D
EPP
6.5A
.2G
(11)）、
行
為
者
が
そ
の
法
令
違
反
行
為
を
通
じ
て
利
益
を
得
て

お
ら
ず
、
投
資
者
等
に
生
じ
た
損
失
も
大
き
く
な
く
、
市
場
の
秩
序
ま
た
は
市
場
へ
の
信
頼
を
損
な
っ
た
程
度
が
ご
く
小
さ
い
よ
う
な

場
合
に
は
、
レ
ベ
ル
一
〜
三
に
振
り
分
け
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
D
EPP
6.5A
.2G
(12)）。

個
人
が
そ
の
使
用
者
の
業
務
と
し
て
法
令
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
法
令
違
反
行
為
に
関
連
し
て
そ
の
使
用
者
か
ら
得
た
所
得

に
〇
％
〜
四
〇
％
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
加
算
さ
れ
る
（
D
EPP
6.5C.2G
(2)(8)）。
個
人
が
自
己
の
計
算
で
法
令
違
反
行
為
を
し
た
場

合
に
は
、
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
に
〇
〜
四
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
加
算
さ
れ
る
（
D
EPP
6.5C.2G
(3)(8)）。

（
ⅲ
）
第
三
段
階
―
行
為
前
・
行
為
後
の
態
様
に
も
と
づ
く
加
算
・
減
算

第
三
段
階
で
は
、
課
徴
金
の
対
象
と
な
る
法
令
違
反
行
為
前
ま
た
は
行
為
後
の
対
象
者
の
態
様
を
考
慮
し
て
課
徴
金
の
額
が
加
算
ま
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た
は
減
算
さ
れ
る
。
加
算
・
減
算
は
、
第
二
段
階
で
用
い
ら
れ
た
の
と
同
様
に
五
つ
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
割
合
（
企
業
の
場
合
は
〇
％

〜
二
〇
％
）
に
よ
る
。
加
算
・
減
算
の
も
と
と
な
る
額
に
は
、
第
一
段
階
で
算
定
さ
れ
た
利
益
剥
奪
相
当
分
は
含
ま
れ
な
い
（
D
EPP

6.5A
.3G）。

考
慮
さ
れ
る
行
為
後
の
対
象
者
の
態
様
と
し
て
、
①
Ｆ
Ｃ
Ａ
そ
の
他
の
規
制
機
関
に
対
す
る
法
令
違
反
行
為
の
報
告
の
態
様
、
②
Ｆ

Ｃ
Ａ
そ
の
他
の
規
制
当
局
に
よ
る
調
査
へ
の
協
力
の
態
様
、
③
企
業
に
お
け
る
法
令
違
反
行
為
に
つ
い
て
そ
の
企
業
の
経
営
陣
が
法
令

違
反
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
は
、
経
営
陣
ら
が
法
令
違
反
行
為
を
止
め
る
た
め
の
措
置
を
実
施
し
て
い
た
か
否
か
（
い
つ
実
施
し
た

か
）、
④
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
投
資
者
等
が
被
っ
た
損
失
を
補
償
す
る
た
め
に
実
施
し
た
措
置
（
企
業
が
任
意
に
実
施
し
た
も
の
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
等
の
指
示
に
従
っ
て
実
施
し
た
も
の
を
含
む
）、
法
令
違
反
行
為
に
関
与
し
た
従
業
員
に
企
業
が
下
し
た
懲
戒
処
分
、
企
業
が

実
施
し
た
法
令
違
反
行
為
の
再
発
防
止
策
、
⑤
課
徴
金
等
を
支
払
う
た
め
（
ま
た
は
支
払
を
免
れ
る
た
め
）
に
企
業
が
行
な
っ
た
自
己

の
財
産
に
関
す
る
措
置
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.5A
.3
G(2)(a)-(e)）。

考
慮
さ
れ
る
行
為
前
の
対
象
者
の
態
様
等
と
し
て
、
⑥
非
公
開
の
警
告
等
を
通
じ
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
に
つ
い

て
の
懸
念
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
否
か
、
⑦
問
題
と
な
る
法
令
違
反
行
為
に
つ
い
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
以
外
の
規
制
当
局
が
定
め
た
規
則
を
遵
守

し
て
い
た
か
否
か
、
⑧
過
去
に
対
象
者
に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
懲
戒
措
置
等
の
記
録
お
よ
び
法
令
遵
守
状
況
の
記
録
等
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
（
D
EPP
6.5A
.3
G(2)(f)-(i)
(44
)）。

②
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
調
査
へ
の
協
力
は
、
他
の
法
令
違
反
行
為
者
に
対
す
る
調
査
等
へ
の
協
力
も
含
ま
れ
る
。
他
の
法
令
違
反
行
為

（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
違
反
）
者
を
刑
事
訴
追
す
る
こ
と
に
つ
い
て
Ｆ
Ｓ
Ａ
に
協
力
し
た
違
反
行
為
者
に
対
し
、
そ
の
協
力
の
姿

勢
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
、
利
益
の
吐
出
し
に
相
当
す
る
課
徴
金
の
み
が
課
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
FSA
FinalN
otice
Bertie

H
atcher（
13
M
ay
2008
(45
)）

が
あ
る
。
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（
ⅳ
）
第
四
段
階
―
抑
止
効
果
を
考
慮
し
た
加
算

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
第
三
段
階
を
経
て
算
定
さ
れ
た
課
徴
金
の
額
が
、
課
徴
金
の
対
象
者
、
ま
た
は
他
の
者
に
よ
る
同
種
の
法
令
違
反
行
為

の
抑
止
と
い
う
観
点
か
ら
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
賦
課
す
べ
き
課
徴
金
の
額
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
増
額
が
で
き
る
場
合
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
①
賦
課
す
べ
き
課
徴
金
の
絶
対
的
金
額
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
に
信
頼
で
き
る
抑
止
力

の
確
保
と
い
う
規
制
目
的
が
達
成
で
き
な
い
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
考
え
る
場
合
、
②
過
去
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
同
種
の
法
令
違
反
行
為
に
対
し
て
実
施

し
た
措
置
で
は
業
界
の
行
為
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
場
合
、
③
課
徴
金
の
額
を
増
額
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
企
業
ま
た

は
他
の
企
業
が
将
来
に
同
種
の
法
令
違
反
行
為
を
行
な
う
可
能
性
が
あ
る
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
考
え
る
場
合
、
④
問
題
と
さ
れ
た
法
令
違
反
行

為
が
発
覚
す
る
可
能
性
が
低
い
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
考
え
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.5A
.4G
(46
)）。

（
ⅴ
）
第
五
段
階
―
和
解
が
成
立
し
た
場
合
の
減
算
（
D
EPP
6.5C.5）

後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
と
対
象
者
と
の
間
で
和
解
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
一
定
の
基
準
に
従
っ
て
課
徴
金
の
額
が
減
額
さ
れ

る
。
た
だ
し
、
第
一
段
階
で
算
出
さ
れ
た
利
益
剥
奪
相
当
分
に
つ
い
て
は
、
和
解
成
立
に
よ
る
減
額
の
対
象
と
な
ら
な
い
（
D
EPP
6.

5A
.5G,6.5C.5G）。

（
ⅵ
）
支
払
い
困
難
の
場
合
の
減
算

課
徴
金
の
支
払
い
に
よ
っ
て
、
対
象
者
（
企
業
・
個
人
）
が
著
し
い
経
済
的
困
窮
に
陥
る
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
対
象
者
の
課
徴
金

の
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
を
検
討
す
る
（
D
EPP
6.5D
.1G）。
対
象
者
の
支
払
い
能
力
を
考
慮
し
て
課
徴
金
の
額
が
一
六

万
ポ
ン
ド
か
ら
三
万
ポ
ン
ド
に
減
額
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
FSA
FinalN
otice
Jay
Rutland
（
9
July
2012
(47
)）
が
あ
る
。
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3

氏
名
等
公
表
措
置

Ｆ
Ｃ
Ａ
が
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
二
三
条
に
も
と
づ
き
課
徴
金
を
賦
課
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
場
合
、
課
徴
金
に
代
え
て
、

そ
の
者
が
市
場
濫
用
行
為
に
従
事
し
た
旨
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）。
氏
名
等
公
表
措
置
は
、

課
徴
金
に
代
え
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
実
施
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
ま
ず
課
徴
金
を
賦
課
す
る
か

否
か
を
判
断
す
る
基
準
（
2
（
1
）
参
照
）
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
課
徴
金
に
代
え
て
氏
名
等
公
表
措
置
の
み
を
実

施
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
次
の
事
項
が
考
慮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
公
表
措
置
の
み
で
実
効
的
な
抑
止
効
果
が
発
揮
さ

れ
る
か
否
か
、
②
対
象
者
が
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
（
損
失
を
回
避
し
た
）
か
否
か
、
③
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
、

④
対
象
者
が
自
主
的
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
法
令
違
反
行
為
を
報
告
し
た
否
か
、
⑤
法
令
違
反
行
為
後
の
調
査
等
に
お
い
て
対
象
者
が
Ｆ

Ｃ
Ａ
に
協
力
的
で
あ
っ
た
か
否
か
、
⑥
過
去
の
法
令
遵
守
状
況
（
と
り
わ
け
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
法
令
違
反
行
為
と
同
種
の
法
令
違

反
行
為
を
行
な
っ
た
こ
と
が
な
い
か
）、
⑦
先
例
と
の
整
合
性
で
あ
る
（
D
EPP
6.4.2G）。

氏
名
等
公
表
措
置
の
み
が
実
施
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
FSA
FinalN
otice
D
arren
M
orton
（
6
O
ct.2009
(48
)）

が
あ
る
。

4

業
務
停
止
命
令

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
認
可
を
受
け
た
業
者
が
法
令
に
違
反
し
た
と
判
断
し
た
場
合
に
、
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
期
間
、
そ
の
業
者
が
規
制
対

象
業
務
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
停
止
し
、
ま
た
は
規
制
対
象
業
務
の
う
ち
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
業
務
に
つ
い
て
そ

の
業
者
が
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
二
〇
六
Ａ
条
一
項
）。
業
務
停
止
等
を
命
じ
る
期

間
は
一
二
ヵ
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
）。

Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
課
徴
金
を
賦
課
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
に
お
け
る
と
同
様
の
事
項
を
考
慮
し
た
上
で
、
課
徴
金
の
み
を
賦
課
す
る
場
合
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よ
り
も
効
果
的
に
抑
止
力
を
発
揮
で
き
る
と
判
断
し
た
場
合
に
業
務
停
止
命
令
を
発
す
る
。
た
と
え
ば
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
過
去
に
同
種
の
法

令
違
反
行
為
に
対
し
て
実
施
し
た
措
置
が
業
界
の
行
為
水
準
を
向
上
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
問
題
と
な
っ
た
法
令
違
反
行
為
が
特

定
の
事
業
分
野
に
限
ら
ず
ひ
ろ
く
蔓
延
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
、
対
象
者
が
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
競
争
上
、
有
利
な
地
位
を

得
た
場
合
等
に
業
務
停
止
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
（
D
EPP
6A
.2.2G,6A
.2.3G）。

業
務
停
止
命
令
等
の
期
間
の
長
さ
に
つ
い
て
は
、
①
十
分
な
抑
止
力
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
、
②
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
、
③
業
務

停
止
命
令
等
が
そ
の
業
者
に
及
ぼ
す
影
響
、
④
業
務
停
止
命
令
等
が
そ
の
業
者
以
外
の
者
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る

（
D
EPP
6A
.3.2G）。

5

非
公
開
の
警
告

金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
に
根
拠
と
な
る
規
定
は
な
い
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
法
令
違
反
行
為
者
に
対
し
て
非
公
開
の
警
告
（
Private

W
arnings）
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
EG
7.10,7.11）。
非
公
開
の
警
告
の
み
が
実
施
さ
れ
る
典
型
的
な
案
件
と
し
て
、
法
令
違

反
行
為
が
そ
の
性
質
に
お
い
て
も
程
度
に
お
い
て
も
些
細
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
迅
速
か
つ
完
全
な
救
済
・
補
償
措
置
が
実
施

さ
れ
た
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
EG
7.12）。

6

裁
判
所
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る
措
置

（
1
）
差
止
命
令
・
資
産
凍
結
命
令
の
申
立
て

裁
判
所
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
申
立
て
に
も
と
づ
き
、
①
あ
る
者
が
市
場
濫
用
行
為
を
行
な
う
合
理
的
な
見
込
み
が
あ
る
と
考
え
る
場

合
、
ま
た
は
②
あ
る
者
が
現
に
市
場
濫
用
行
為
を
行
な
い
、
も
し
く
は
過
去
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
市
場
濫
用
行
為
が
継
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続
し
、
も
し
く
は
繰
り
返
さ
れ
る
合
理
的
な
見
込
み
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
市
場
濫
用
行
為
を
禁
止
す
る
命
令
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
一
条
一
項
）。
ま
た
、
財
産
を
処
分
し
て
し
ま
う
こ
と
が
合
理
的
に
見
込
ま
れ
る
場

合
に
は
、
財
産
の
処
分
を
禁
止
す
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
四
項
）。
差
止
命
令
・
資
産
凍
結
命
令
に
つ
い
て
管
轄
を

有
す
る
の
は
高
等
法
院
お
よ
び
民
事
上
級
裁
判
所
で
あ
る
（
同
条
五
項
）。

差
止
命
令
・
資
産
凍
結
命
令
の
申
立
て
の
決
定
は
、
Ｒ
Ｄ
Ｃ
の
委
員
長
が
行
な
う
。
委
員
長
が
決
定
で
き
な
い
場
合
で
緊
急
性
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
副
委
員
長
が
決
定
す
る
。
さ
ら
に
、
例
外
的
に
委
員
長
・
副
委
員
長
が
決
定
で
き
な
い
場
合
で
緊
急
性
が
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
部
門
の
長
ま
た
は
同
等
の
役
位
に
あ
る
他
部
門
の
者
が
決
定
す
る
（
EG
10.1）。

差
止
命
令
・
資
産
凍
結
命
令
の
申
立
て
を
す
べ
き
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
①
法
令
違
反
行
為
の
性
質
お
よ
び
重
大
性
（
法
令

違
反
行
為
に
よ
っ
て
消
費
者
に
重
大
な
損
失
が
発
生
す
る
か
、
損
失
を
被
る
消
費
者
の
数
、
法
令
違
反
行
為
が
金
融
シ
ス
テ
ム
に
与
え

る
影
響
等
）、
②
法
令
違
反
行
為
に
対
し
て
と
り
う
る
他
の
実
効
的
な
救
済
措
置
が
あ
る
か
否
か
、
③
法
令
違
反
行
為
者
の
財
産
の
散

逸
を
防
ぐ
必
要
性
の
程
度
、
④
違
反
行
為
者
の
過
去
の
法
令
遵
守
状
況
、
⑤
法
令
違
反
行
為
に
対
し
て
他
の
規
制
機
関
が
何
ら
か
の
措

置
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
等
が
考
慮
さ
れ
る
（
EG
10.3）。

（
2
）
原
状
回
復
命
令
の
申
立
て

あ
る
者
が
市
場
濫
用
行
為
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
場
合
、
ま
た
は
市
場
濫
用
行
為
に
よ
っ
て
損
失
（
も
し
く
は
不
利
益
）
を
被
っ
た

者
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
申
立
て(49
)に
も
と
づ
き
、
法
令
違
反
行
為
者
に
対
し
て
、
裁
判
所
が
正
当
と
判
断
す
る
金
額
の

金
銭
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
支
払
う
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
三
条
一
項
・
二
項
）。
法
令
違
反
行
為
者
が

支
払
う
べ
き
金
銭
額
は
、
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
ま
た
は
違
反
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
（
も
し
く
は
不
利
益
）
の
程

度
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
（
同
条
四
項
）。
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
、
裁
判
所
の
命
令
に
も
と
づ
き
支
払
わ
れ
た
金
銭
を
、
裁
判
所
が
指
示
す
る
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有
資
格
者
に
支
払
う
か
、
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
五
項
）。

原
状
回
復
命
令
の
申
立
て
を
す
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
①
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
が
算
定
可
能
で
あ
る
か
否

か
、
②
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
が
特
定
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
③
不
利
益
を
受
け
た
者
の
数
、
④
原
状
回
復
措
置
実
施

に
よ
っ
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
負
担
す
る
コ
ス
ト
、
⑤
他
の
規
制
機
関
等
が
運
用
す
る
原
状
回
復
措
置
が
利
用
可
能
か
否
か
、
⑥
被
害
者
自
身
が

賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
、
⑦
法
令
違
反
行
為
者
で
あ
る
企
業
に
支
払
能
力
が
あ
る
か
等
が
考
慮
さ
れ
る

（
EG
11.3）。
③
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
一
人
当
た
り
の
不
利
益
額
は
小
さ
い
が
被
害
者
数
が
多
い
た
め
に
全
体
と
し
て
は
重
大
な
不

利
益
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
原
状
回
復
命
令
の
申
立
て
を
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
や
す
く
な
る
。

な
お
、
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
な
く
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
み
ず
か
ら
法
令
違
反
行
為
者
に
対
し
て
原
状
回
復
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を

命
じ
る
こ
と
も
で
き
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
八
四
条
）。
こ
の
原
状
回
復
措
置
の
実
施
を
命
じ
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て

も
、
裁
判
所
に
対
す
る
原
状
回
復
命
令
の
申
立
て
の
判
断
に
お
け
る
と
同
様
の
事
項
が
考
慮
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
自
身
に
よ

る
原
状
回
復
命
令
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る(50
)。

7

刑
事
訴
追

金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
が
定
め
る
刑
事
罰
の
適
用
、
お
よ
び
刑
事
司
法
法
第
五
編
（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
）
違
反
に
対
す
る

刑
事
罰
の
適
用
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
は
刑
事
訴
訟
提
起
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
四
〇
一
条
、
四
〇
二

条
）。
同
一
の
市
場
濫
用
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
追
ま
た
は
課
徴
金
の
賦
課
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
（
EG
12.10）。
一
方
、
刑
事
訴
追
と
並
行
し
て
、
差
止
命
令
・
原
状
回
復
命
令
の
申
立
て
、
認
可
の
取
消
し
等
の
措
置
を
と
る

こ
と
は
あ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
る
（
EG
12.4）。
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刑
事
訴
追
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る(51
)際

の
考
慮
要
素
と
し
て
、
①
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
、
②
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
損
失
を

被
っ
た
者
が
あ
る
か
否
か
、
③
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
の
性
質
お
よ
び
程
度
、
④
法
令
違
反
行
為
が
市
場
に
及
ぼ
す
影

響
、
⑤
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
が
得
た
利
益
（
回
避
し
た
損
失
）
の
程
度
、
⑥
法
令
違
反
行
為
が
継
続
ま
た
は
反
復
さ
れ
る

と
考
え
る
べ
き
根
拠
が
あ
る
か
否
か
、
⑦
違
反
行
為
者
が
過
去
に
市
場
濫
用
行
為
に
関
し
警
告
を
受
け
、
ま
た
は
何
ら
か
の
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
、
⑧
法
令
違
反
行
為
の
被
害
者
に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
被
害
回
復
措
置
の
程
度
、

⑨
法
令
違
反
行
為
者
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
対
す
る
自
発
的
な
協
力
の
姿
勢
、
⑩
法
令
違
反
行
為
者
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
違
反
行
為
者

に
対
す
る
訴
追
に
つ
い
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
協
力
し
た
か
否
か
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
EG
12.8）。

近
年
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
追
さ
れ
る
案
件
の
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
（
二
〇
〇
八
年
：
〇
件
、
二
〇
〇
九

年
：
四
件
、
二
〇
一
〇
年
：
三
件
、
二
〇
一
一
年
：
四
件
、
二
〇
一
二
年
：
九
件(52
)）。

8

和
解

Ｆ
Ｃ
Ａ
と
対
象
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
D
EPP
5.1.1G
(1),5.1.3G）。
通
常
は
、
決
定
通
知
が
発
出
さ
れ
る
前
に
和
解
が
成
立
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
（
D
EPP
5.1.

3G）。
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
間
に
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
事
例
（
市
場
濫
用
行
為
に
関
す
る
も
の

に
限
ら
れ
な
い
）
の
約
五
八
％
に
相
当
す
る
案
件
が
和
解
に
よ
っ
て
終
了
し
た
と
さ
れ
て
い
る(53
)。

和
解
の
交
渉
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ス
タ
ッ
フ
と
対
象
者
と
の
間
で
行
わ
れ
る
（
D
EPP
5.1.2G）。
両
者
の
間
で
和
解
に
つ
い
て
合
意
が

成
立
す
る
と
、
和
解
に
つ
い
て
の
決
定
権
限
を
も
つ
者
が
、
和
解
の
内
容
を
審
査
し
た
上
で
和
解
を
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。
和
解

の
決
定
は
、
二
名
の
上
級
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
す
る
。
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
は
部
門
の
長
と
同
等
の
役
位
に
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
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な
ら
ず
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
部
門
以
外
の
部
門
に
所
属
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
和
解
の
決
定
を
す
る
者
は
、
そ

の
案
件
に
つ
い
て
の
決
定
の
基
礎
と
な
る
証
拠
の
確
立
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
D
EPP
5.1.1G
(3)(4)）。
和
解
の

決
定
を
す
る
者
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
ス
タ
ッ
フ
と
対
象
者
の
間
で
行
わ
れ
る
和
解
に
関
す
る
交
渉
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
交
渉
に
参
加

し
て
い
な
い
案
件
に
つ
い
て
和
解
が
合
意
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
和
解
の
決
定
を
す
る
者
は
、
そ
の
案
件
を
担
当
し
た
ス
タ
ッ
フ
ま
た

は
対
象
者
と
会
合
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
D
EPP
5.1.5G）。

早
期
の
和
解
成
立
を
促
す
た
め
、
課
徴
金
に
つ
い
て
は
、
早
い
段
階
で
和
解
が
成
立
す
る
ほ
ど
減
額
さ
れ
る
課
徴
金
の
額
が
大
き
く

な
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
和
解
成
立
の
時
期
を
四
段
階
に
分
け
、
段
階
に
応
じ
て
三
〇
％
〜
〇
％
の
減
額
を
認
め

て
い
る
（
D
EPP
6.7.3G）。
第
一
段
階
は
、
調
査
開
始
か
ら
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
法
令
違
反
行
為
の
重
大
さ
を
把
握
し
、
適
切
な
措
置
を
合

理
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
、
対
象
者
と
課
徴
金
の
額
に
つ
い
て
合
意
で
き
る
合
理
的
な
機
会
を
設
け
た
時
ま
で
で
あ
り
、

三
〇
％
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
段
階
は
、
第
一
段
階
の
終
わ
り
か
ら
対
象
者
に
よ
る
意
見
表
明
期
間
の
満
了
ま
で
で
あ
り
、
二

〇
％
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る
。
第
三
段
階
は
、
第
二
段
階
の
終
わ
り
か
ら
決
定
通
知
が
発
出
さ
れ
る
ま
で
で
あ
り
、
一
〇
％
の
減
額
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
以
降
の
時
期
に
和
解
が
成
立
し
て
も
、
和
解
が
成
立
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
課
徴
金
の
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

は
な
い(54
)。

五

お
わ
り
に

英
国
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
市
場
濫
用
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
、
わ
が
国
の
金
融
庁
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
・
相
場

操
縦
取
引
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
で
は
、
抑
止
効
果
、
と
く
に
市
場
参
加
者
一
般
に
対
す
る
抑
止
効

果
の
確
保
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
課
徴
金
制
度
が
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
段
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

わ
が
国
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
は
、
基
本
的
に
法
令
違
反
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
が
得
た
利
得
を
剥
奪
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
英
国
で
は
、
利
得
剥
奪
は
課
徴
金
を
賦
課
す
る
上
で
の
最
低
限
の
目
的
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
に
法
令
違
反
行
為
の
重
大

性
や
一
般
的
な
抑
止
効
果
を
考
慮
し
て
課
徴
金
の
額
が
増
額
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
四
2
（
2
）
参
照
）。

も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
抑
止
効
果
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
違
反
等
に
対
す
る
課
徴
金

の
額
の
算
定
方
法
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
違
反
行
為
者
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
等
を
通
じ
て
実
際
に
得
た
利
益
の

額
を
超
え
る
課
徴
金
が
課
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る(55
)。
さ
ら
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
の
業
務
に
関
し
て
未
公
表
の
重
要
事
実
の
伝
達
が
行

わ
れ
た
場
合
に
は
、
伝
達
に
よ
っ
て
直
接
的
に
業
者
が
利
益
を
得
る
こ
と
が
想
定
し
に
く
い
。
こ
の
た
め
、
仲
介
関
連
業
務
や
引
受
業

務
に
か
か
る
収
入
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
（
金
商
法
一
七
五
条
の
二
第
二
項
一
号
・
二
号
）。
英
国
に
お
い
て
も
市
場
濫
用
行
為

に
関
連
す
る
業
務
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
を
基
礎
と
し
て
課
徴
金
の
額
を
算
定
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
算

定
さ
れ
る
金
額
は
、
利
得
の
剥
奪
と
は
別
に
抑
止
効
果
の
確
保
の
た
め
に
加
算
さ
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
四
2
（
2
）

（
ⅱ
）
参
照
）。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
課
徴
金
制
度
の
目
的
の
一
つ
が
実
効
的
な
抑
止
力
の
確
保
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
上
で
、

制
度
設
計
を
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
英
国
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
制
度
で
は
、
法
令
違
反
行
為
後
の
行
為
者
の
態
様
（
法
令
違
反
の
事
実
の
規
制
機
関
へ
の
速

や
か
な
報
告
、
規
制
機
関
に
よ
る
調
査
へ
の
協
力
姿
勢
等
）
を
考
慮
し
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
措
置
の
内
容
・
程
度
が
決
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
企
業
に
お
け
る
市
場
濫
用
規
制
違
反
に
つ
い
て
効
率
的
に
対
処
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
規
制
機
関
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
・
コ
ス
ト
の
節
減
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
企
業
に
お
い
て
も
法
令
違
反
行

為
を
察
知
す
る
た
め
の
体
制
整
備
を
促
し
、
ひ
い
て
は
法
令
違
反
行
為
の
未
然
防
止
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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わ
が
国
に
お
い
て
も
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
・
金
融
庁
等
に
よ
る
検
査
ま
た
は
報
告
の
徴
取
等
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
証
券
取

引
等
監
視
委
員
会
に
対
し
法
令
違
反
の
事
実
に
関
す
る
報
告
を
行
っ
た
場
合
に
、
直
近
の
違
反
事
実
に
か
か
る
課
徴
金
の
額
を
、
本
来

の
額
の
半
額
に
減
軽
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
金
商
法
一
八
五
条
の
七
第
一
四
項
）。
し
か
し
、
不
公
正
取
引
に
関
し
て
は
、
自
己

株
式
取
得
に
か
か
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
（
金
商
法
一
七
五
条
九
項
・
一
項
）
だ
け
が
こ
の
制
度
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
対
象
と
な
る
法
令
違
反
行
為
の
範
囲
、
お
よ
び
課
徴
金
の
額
の
軽
減
に
つ
な
が
る
違
反
行
為
者
の
行
動

の
種
類
に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
取
り
組
ん
で
い
る
市
場
濫
用
規
制
、
金
融
取
引
規
制
の
実
効
性
の
確
保
と
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
の
透
明
性
・
客
観
性
の
向
上
と
い
う
課
題
は
、
各
国
共
通
の
課
題
で
あ
る
。
規
制
の
実
効
性
を
確
保
し
つ
つ
、

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
の
透
明
性
・
客
観
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
制
度
は
、
国
ご
と
に
違
っ
て
い
る
も
の
と
予
想

さ
れ
る
。
今
後
は
、
調
査
対
象
を
英
国
以
外
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
、
米
国
に
広
げ
、
各
国
に
お
け
る
金
融
商
品
取
引
・
金
融
商
品
取
引
業
者

の
伝
統
や
実
態
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
証
券
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
総
合
的
な
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

＊
本
稿
は
、
日
本
証
券
業
協
会
客
員
研
究
員
と
し
て
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
本
研
究
に
つ
い
て
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
若
手
研
究
Ｂ
（
課
題

番
号
25780069）
の
助
成
を
受
け
た
。

(1
)
市
場
濫
用
規
制
の
内
容
に
つ
い
て
は
二
を
参
照
。

(2
)
二
〇
一
二
年
の
法
改
正
に
よ
り
従
来
、
金
融
機
関
等
に
対
す
る
規
制
を
担
当
し
て
い
た
Ｆ
Ｓ
Ａ
（
FinancialServices
A
uthority）
は

解
体
さ
れ
、
金
融
商
品
に
関
す
る
業
務
や
市
場
濫
用
行
為
を
規
制
す
る
権
限
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
移
譲
さ
れ
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
活
動

を
始
め
て
い
る
。

(3
)
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
の
訳
に
つ
い
て
は
、
日
本
証
券
経
済
研
究
所
編
『
新
外
国
証
券
関
係
法
令
集

イ
ギ
リ
ス
』（
日
本
証
券
経
済
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研
究
所
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
し
た
。

(4
)
内
部
者
、
内
部
情
報
の
意
義
等
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
係
す
る
行
為
類
型
の
要
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
証
金
融
商
品
取
引
法
研

究
会
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
」（
二
〇
一
二
年
）
一
五
頁
以
下
〔
北
村
雅
史
報
告
〕（
https://w
w
w
.ose.or.jp/f/

new
s/27311/w
ysiw
yg/23120_01.pdf
か
ら
入
手
可
能
）
を
参
照
。

(5
)
Code
of
M
arket
Conduct,available
at:http://fshandbook.info/FS/htm
l/FCA
/M
A
R.

(6
)
刑
事
司
法
法
五
二
条
の
構
成
要
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
証
金
融
商
品
取
引
法
研
究
会
・
前
掲
注
(4
)三
頁
以
下
を
参
照
。

(7
)
Stuart
Bazley,M
arket
A
buse
Enforcem
ent:Practice
and
Procedure
(2013)
330,A
ppendix
4
を
も
と
に
作
成
し
た
。

(8
)
平
成
二
〇
年
〜
平
成
二
四
年
の
間
に
金
融
庁
が
課
徴
金
を
課
し
た
事
例
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
違
反
に
対
す
る
も
の
が
一
〇
〇
件
、

相
場
操
縦
規
制
違
反
に
対
す
る
も
の
が
一
六
件
と
な
っ
て
い
る
（
金
融
庁
「
課
徴
金
事
例
集
〔
平
成
二
四
年
版
〕」
一
頁
参
照
）。

(9
)
FCA
Supervision
Sourcebook,available
at:http://fshandbook.info/FS/htm
l/handbook/SU
P.

(10
)
条
文
番
号
の
後
に
Ｒ
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
四
七
条
等
に
も
と
づ
い
て
制
定
し
た
規
則

（
Rule）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
規
則
は
原
則
と
し
て
強
制
的
な
義
務
を
定
め
て
い
る
。
Ｇ
は
指
針
（
Guidance）
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
（
FCA
,Reader’s
Guide:an
introduction
to
the
H
andbook
23
(2013)）。

(11
)
See,http://w
w
w
.fca.org.uk/firm
s/system
s-reporting/transaction-reporting/zen.

(12
)
Principle
for
Business,available
at:http://fshandbook.info/FS/htm
l/FCA
/PRIN
.

(13
)
H
M
T
reasury,Review
ofenforcem
ent
decision-m
aking
at
the
financialservices
regulators:finalreport
¶
2.8
(2014)

[hereinafter:2014
Review
].

(14
)
T
he
Enforcem
ent
Guide:available
at
http://fshandbook.info/FS/htm
l/FCA
/EG.

(15
)
2014
Review
¶
2.7.
こ
の
よ
う
な
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
哲
学
は
「
信
頼
で
き
る
抑
止
力
」
を
確
保
す
る
こ
と
に

あ
る
と
い
わ
れ
る
（
H
M
T
reasury,Review
of
enforcem
ent
decision-m
aking
at
the
financial
services
regulators:call
for

evidence
¶
2.3
(2014)[hereinafter:Call
for
evidence]）。

(16
)
D
ecision
Procedures
and
Penalties
M
anual,available
at:http://fshandbook.info/FS/htm
l/FCA
/D
EPP.

(17
)
FSA
,Enforcem
ent
process
review
:Report
and
recom
m
endations
¶
1.7
(2005)[hereinafter:2005
Review
].
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(18
)
See,http://w
w
w
.fca.org.uk/firm
s/being-regulated/enforcem
ent/how
-w
e-enforce-the-law
/referral-criteria.

(19
)
Call
for
evidence
¶
2.3.

(20
)
Call
for
evidence
¶
2.1.

(21
)
2014
Review
¶
2.14,Recom
m
endation
2.

(22
)
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
毎
年
、
事
業
計
画
や
事
業
報
告
に
お
い
て
、
優
先
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
公
表
し
て
い
る
。
See,e.g.,http://w
w
w
.

fca.org.uk/static/docum
ents/corporate/business-plan-2014-2015-interactive.pdf.

(23
)
二
〇
一
四
年
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
調
査
の
開
始
が
対
象
者
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
調
査
以
外
の
規
制
手
段
の
利
用
を

検
討
し
た
上
で
、
調
査
を
開
始
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
の
み
調
査
を
開
始
す
る
こ
と
を
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続

き
開
始
決
定
の
判
断
基
準
に
お
い
て
明
示
す
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
（
2014
Review
¶
2.19,Recom
m
endation
3）。
さ
ら
に
、
あ
る
案
件

に
つ
い
て
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
手
続
き
が
開
始
さ
れ
、
他
の
案
件
で
は
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
判
断
の
根
拠
を
、
対
象

者
の
具
体
的
情
報
は
伏
せ
た
上
で
、
公
表
す
る
こ
と
も
勧
告
さ
れ
て
い
る
（
Id.,¶
2.22,Recom
m
endation
8）。

(24
)
Call
for
evidence
¶
2.3.

(25
)
Bazley,supra
note
8,at
86.
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
一
七
〇
条
五
項
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ス
タ
ッ
フ
が
調
査
人
と
な
る
こ
と
を
許
容
し

て
い
る
。

(26
)
Call
for
evidence
¶
2.3.

(27
)
Call
for
evidence
¶
2.3.

(28
)
Call
for
evidence
¶
2.3.

(29
)
See,http://w
w
w
.fca.org.uk/about/structure/com
m
ittees#RegulatoryD
ecisionsCom
m
ittee.

(30
)
See,http://w
w
w
.fca.org.uk/about/structure/com
m
ittees/RD
C-biographies.

(31
)
二
〇
一
三
年
改
正
前
は
二
八
日
間
と
さ
れ
て
い
た
。

(32
)
二
〇
一
四
年
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
意
見
表
明
期
間
の
延
長
を
認
め
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
す

る
よ
う
勧
告
さ
れ
て
い
る
（
2014
Review
¶
4.23,Recom
m
endation
24.）。

(33
)
E.g.,FSA
Final
N
otice
D
arren
M
orton,6
O
ct.2009.
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(34
)
警
告
通
知
の
場
合
と
同
様
に
、
決
定
通
知
に
つ
い
て
も
、
発
出
を
決
定
す
る
際
に
用
い
た
資
料
の
閲
覧
を
原
則
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
・
市
場
法
三
九
四
条
一
項
）。

(35
)
決
定
通
知
の
内
容
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(36
)
Call
for
Evidence,¶
2.3.

(37
)
T
he
T
ribunal
Procedure
(U
pper
T
ribunal)
Rules
2008,Schedule
3,2
(2).

(38
)
Callfor
Evidence,¶
2.4.
上
級
審
判
所
の
組
織
構
成
、
お
よ
び
審
理
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
友
岡
史
仁
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
行
政
救

済
法
等
に
関
す
る
調
査
研
究
（
総
務
省
委
託
調
査
）」（
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

(39
)
二
〇
〇
七
年
審
判
所
、
裁
判
所
及
び
執
行
法
（
T
ribunals,Courts
and
Enforcem
ent
A
ct
2007）
一
三
条
一
一
項
。

(40
)
最
終
通
知
の
内
容
は
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(41
)
Bazley,supra
note
8,at
320-321
A
ppendix
2
を
も
と
に
作
成
し
た
。

(42
)
第
一
段
階
に
お
い
て
算
定
さ
れ
る
利
益
剥
奪
を
目
的
と
し
た
金
額
の
み
の
課
徴
金
が
課
さ
れ
た
例
と
し
て
、
FSA
Final
N
otice

Stew
artM
cK
egg
(16
O
ct.2008)﹇
available
at:http://w
w
w
.betterregulation.com
/external/stew
art_m
ckegg.pdf﹈
が
あ
る
。

(43
)
法
令
違
反
行
為
が
継
続
し
た
期
間
が
一
二
ヵ
月
に
み
た
な
い
場
合
、
ま
た
は
一
回
き
り
の
行
為
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
法
令
違
反
行

為
の
開
始
に
先
立
つ
一
二
ヵ
月
間
に
得
た
収
入
が
算
定
の
基
礎
と
な
る
（
D
EPP
6.5A
.2G
(2)）。

(44
)
個
人
に
よ
る
市
場
濫
用
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
に
つ
い
て
も
、
金
額
算
定
の
第
三
段
階
に
関
し
て
企
業
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
算
定
方
法

が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.5C.3G）。

(45
)
A
vailable
at:http://w
w
w
.betterregulation.com
/external/M
r%
20Bertie%
20Charles%
20H
atcher.pdf.

(46
)
法
令
違
反
行
為
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
①
②
に
加
え
て
、
③
対
象
者
の
所
得
ま
た
は
資
産
に
規
模
か
ら
み
て
課
徴
金
の
額
が
十
分

な
抑
止
効
果
を
も
た
な
い
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
D
EPP
6.5C.4G）。

(47
)
A
vailable
at:http://hb.betterregulation.com
/external/Jay%
20A
lan%
20Rutland%
20-%
20FN
.pdf.

(48
)
A
vailable
at:http://w
w
w
.fsa.gov.uk/pubs/final/m
orton.pdf.

(49
)
原
状
回
復
命
令
申
立
て
の
決
定
権
者
は
、
差
止
命
令
の
申
立
権
者
と
同
じ
で
あ
る
（
EG
11.1A
）。

(50
)
Bazley,supra
note
8,at
127.
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(51
)
刑
事
訴
追
の
決
定
権
者
は
、
差
止
命
令
・
原
状
回
復
命
令
の
申
立
権
者
と
同
じ
で
あ
る
（
EG
12.4A
）。

(52
)
Bazley,supra
note
8,at
36.

(53
)
Call
for
Evidence,¶
2.3.

(54
)
二
〇
一
四
年
の
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
第
一
段
階
の
開
始
時
期
が
対
象
者
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
、
各
段
階
の
線
引
き
の
仕
方
と
課
徴
金
の

減
額
率
等
を
見
直
す
こ
と
、
和
解
が
成
立
し
た
事
案
に
つ
い
て
他
の
和
解
事
案
の
担
当
ス
タ
ッ
フ
の
意
見
を
聴
く
な
ど
し
て
レ
ビ
ュ
ー
を
行
な

う
こ
と
等
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
（
2014
Review
¶
5.1-5.26,Recom
m
endation
25-33）。

(55
)
た
と
え
ば
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
違
反
に
対
す
る
課
徴
金
の
額
の
算
定
方
法
を
定
め
る
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
、
金
商
法
）
一
七
五

条
一
項
二
号
で
は
、
違
反
行
為
者
が
違
反
行
為
に
よ
っ
て
買
い
付
け
た
有
価
証
券
を
実
際
に
売
り
付
け
た
価
格
で
は
な
く
、
重
要
事
実
の
公
表

が
さ
れ
た
後
二
週
間
に
お
け
る
最
も
高
い
価
格
と
買
付
価
格
と
の
差
額
を
基
準
と
し
て
課
徴
金
の
額
が
算
定
さ
れ
る
。
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